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研究成果の概要（和文）：　本研究は、2011年の東日本大震災および原子力災害から10年という節目に、原子力
災害における被災者の生活再建と地域の復興に関する研究である。
　そのために、2021年度に原発立地周辺自治体の住民を対象にした第3回目の大規模調査を実施した。その結
果、長期避難を余儀なくされた被災者の生活再建上の課題が確認できた。具体的には、（1）被災者のうち、生
産年齢人口の約３割が今も無職のままであったこと、（2）長期にわたりリスクにさらされた結果、精神的健康
度も全国平均を下回っていたこと、（3）長期避難の結果、避難先で住宅再建をし、定着を進んだ者が多いこ
と、などが明らかになった。

研究成果の概要（英文）：This study was conducted on the occasion of the 10th anniversary of the 
Great East Japan Earthquake of 2011 and the nuclear disaster, regarding the reconstruction of the 
lives of the victims and the reconstruction of their communities in the nuclear disaster.
As a result of the research, the third large-scale survey was conducted in FY2021 targeting 
residents of municipalities around the nuclear power plant site. As a result, we were able to 
confirm the challenges in rebuilding the lives of disaster victims who were forced to evacuate for a
 long period of time. Specifically, the survey revealed that (1) approximately 30% of the 
working-age population of the disaster victims were still unemployed, (2) as a result of long-term 
exposure to risk, their mental health was also below the national average, and (3) as a result of 
long-term evacuation, many of them rebuilt their housing in the evacuation area and proceeded to 
settle down.

研究分野： 社会福祉学
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研究成果の学術的意義や社会的意義
原子力災害によって長期にわたりリスクにさらされた被災者の大規模調査（双葉八町村約25000世帯を対象）
は、政府機関などを除き、他に例がなく、その学術的意義や社会的意義は非常に高い。第３回調査結果は、震災
１０年を経てもなお、生活再建の途上にあることが明らかになり、原子力災害という複合災害による被災者への
長期間にわたる影響を示す結果となった。
なお、この３回にわたる大規模調査の結果をまとめた著書が、第25回SOMPO福祉財団の学術賞を受賞した。

※科研費による研究は、研究者の自覚と責任において実施するものです。そのため、研究の実施や研究成果の公表等に
ついては、国の要請等に基づくものではなく、その研究成果に関する見解や責任は、研究者個人に帰属します。



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１（共通） 
 
 
１．研究開始当初の背景 
 2011 年の東日本大震災は、原子力災害という複合災害をともない、これによって影響を受け
た被災者の多くが、長期にわたりリスクにさらされた。特に、長期避難・広域避難によって、家
族離散や仕事・住まいなど災害を契機として様々な生活問題を抱えることになった。 
 研究代表者の丹波は、2011 年の東日本大震災直後から被災者の生活再建の課題を明らかにす
る研究を継続して行ってきた。2011 年９月には、三井物産環境基金の研究助成をうけ、原発避
難を余儀なくされた原発立地周辺自治体である双葉郡の８町村に住んでいた約 25,000 世帯を対
象にした大規模な悉皆調査を行った（「東日本大震災にともなう福島県の広域避難者に対する緊
急実態調査と生活再建に関する研究」）。この第１回目調査では、13,576 世帯（回収率 48.2％）
の回答を得ることができ、震災直後の避難生活の実態、広域的な災害の特徴や家族・地域の離散
など、これまでの自然災害とは異なる新たな被害の特徴を確認することができた。特に避難者の
４割近くが震災から半年という期間に１０回以上も避難先を転々とする「広域避難」や、その過
程でおよそ半数が家族バラバラに避難するという「家族離散」など、原子力災害の被害の特質を
明らかにする調査となった。同調査は、震災直後の避難生活の実態、今後の復興にむけた課題を
確認するとともに、一自治体にとどまらず広域的で大規模な調査として、震災からわずか半年に
行った大規模調査として大きな成果を得た。さらに 2017 年２月には、第２回目の調査を実施し
た。この調査は、広野町を除く７町村での悉皆調査であったが、10,070 世帯（回収率 37.9％）
から回答を得て、震災から６年を経た被災者の生活実態を明らかにした。特に、震災前後の「し
ごと」の変化では、生産年齢人口の 31.9％の者が調査当時も「無職」の状態であることがあきら
かになった。これは震災前のそれ（10.3％）と比較すると３倍になっており、震災から６年以上
経過しても生活再建が十分進んでいない実態が浮かびあがった。 
 震災から 10 年近く経過してもなお、多様な生活問題をかかえ、長期にわたりリスクにさらさ
れた被災者の生活再建上の課題は何か。これを明らかにすることは、災害によって長期間そのリ
スクにさらされた個人や家族の生活問題の構造、あるいはその再建に向けた課題、さらに社会的
支援の必要性を明らかにする上で重要である。 
 
２．研究の目的 
本研究の目的は、10 年という節目において、被災者の大規模実態調査を実施し、かつ「震災

関連死」など災害時の二次的被害の分析を行うことにより、災害時、中長期にわたる被災者の生
活再建上の課題を明らかにし、災害時における包括的な支援スキーム（災害ケースマネジメント）
の確立にむけた専門職のあり方を提言するものである。災害時における社会政策学・社会福祉学
の役割については、阪神淡路大震災以降議論が一定の蓄積があるものの、大規模調査に基づく被
災者の生活再建上の課題をふまえた包括的な支援スキームの研究は途上と言える。 
本研究は、上記の学術的あるいは社会的背景を元に、これまでの研究成果をふまえ、原子力災

害による被災者の生活再建に関する大規模調査を実施し、被災者の生活再建と地域の復興に関
する調査研究を行うことを目的に研究を行った。具体的には、原発立地周辺自治体である福島県
双葉郡の自治体に住んでいた約 25,000 世帯を対象に、第３回目となる大規模調査を実施する。 
一方、災害による被害は発災直後の直接的要因に限らず、「震災関連死」などの二次的被害や

生活再建において様々な課題を東日本大震災は投げかけた。緊急避難期から復興期を見すえた
包括的な支援が必要とされているにも関わらず、これをマネジメントする専門職の制度的な位
置づけがなされていないのが現状である。さらに本研究では、災害時における被災者の生活再建
に必要な包括的な「災害ケースマネジメント」体制に向けた提言を行うことを目的に研究をすす
めた。 
 
３．研究の方法 
 本研究は、(1)これまで実施してきた双葉郡の全住民を対象にした生活再建に関する質問紙調
査を悉皆で実施すること、(2)災害関連死や精神的健康度など、災害に起因する心身の健康や生
活課題について、調査分析を行い、その課題を析出すること、(3)こうした長期にわたりリスク
にさらされた被災者の生活再建に向け、その社会的支援のスキーム構築に向けた提言を行うこ
と、などを研究方法として採用した。 
(1)の大規模調査については、原子力災害により特に大きな被害を受けた双葉郡の八自治体（浪

江町・双葉町・大熊町・富岡町・楢葉町・広野町・葛尾村・川内村）に 2011 年 3 月時点におい
て居住していた世帯を対象にし、質問紙調査により被災からの現在までの被災や生活の実態把
握を行った。具体的には、家族構成の変化や避難による世帯分離の状況、仕事、住居、経済生活
や精神的健康度、さらには震災以降のコミュニティや社会関係の変化、地域の復興に関する意向、
復興感などについて調査した。 
(2)の被災者の心身の健康や生活課題については、上記第３回の双葉郡住民実態調査と、過去

の２回にわたる双葉郡住民実態調査の結果を比較検討し、その被害傾向や生活課題を析出した。
さらに必要に応じて、自治体関係者や支援関係者などへのヒアリング調査を実施した。 



 (3)の長期にわたりリスクにさらされた被災者の生活再建に向けた支援スキームの提言につい
ては、災害のみならず、紛争や人権侵害さらには気候変動など、様々なリスクにさらされ長期避
難を余儀なくされた「国内避難民」（internally displaced persons＝IDPs）にも着目し、これに
関する国際的な指導原則などの視点を考慮し、多様な生活再建の道筋を保証する「複線型復興」
と概念を提唱した。さらにこれを具体的なスキーム構築に位置づけるために、「災害ケースマネ
ージメント」の必要性についても提言することにした。 
 
４．研究成果 
 本研究の結果、下記のような成果が得られた。 
 第一に、「第３回双葉郡住民実態調査」を 2021 年 12 月に実施した。双葉郡８町村（浪江町・
双葉町・大熊町・富岡町・楢葉町・広野町・葛尾村・川内村）に 2011 年 3 月時点において居住
していた世帯である。ただし震災による世帯分離が進行しているため、住民基本台帳上の世帯と
は異なり、実態の居住実態に合わせ、調査した。この質問紙調査は、発送数 26,582 数、回答数
は 8,295 数（回収率 30.5％）であった。 
調査結果の概要は、(1)回答のあった 8,295 のうち、およそ７割が男性からの回答だった。さ

らに回答者の年齢をみると、最も多いのは70代（28.5％）だった。次いで多いのは、60代（28.2％）、
80 代（13.4％）と回答者の７割以上が 60 歳以上だった。これは「第１回双葉郡住民実態調査」
と比較しても年齢層が高くなる傾向にあった。(2)同居する人数は、震災前の同居人数の平均値
は 3.4 人であったが、本調査では 2.5 人と世帯規模の縮小が認められた。特にひとり暮らしの者
が全体の 21.0％と震災前と比較しても倍増していた。同居人数が１人もしくは２人は半数以上
を占めていた。(3)現在の仕事について尋ねたところ、「正規の職員・従業員」は 19.0％だった。
一方最も多かったのは、「無職（主婦・主夫を含む）」55.4％だった。これは回答者の年齢構成が
高く、65 歳以上が回答者の半数を占めていることが背景にある。しかし、無職の者を年齢別に
みると、30 代で 19.9％、40 代で 14.5％、50 代で 20.3％と働き盛りの年齢層でも約２割が無職
だった。こうした傾向は、「第２回双葉郡調査」（2017 年２月実施）でも同様の傾向は見られ、
震災から 10 年以上経過しても働き盛りの層において、一定割合の無職者が確認された。なお、
現在の仕事の業種では、葛尾村の 35.1％、川内村の 33.9％で、「農林漁業」と高い傾向がみられ
た。(4)「現在の居住場所」について最も多かったのは、「震災時とは異なる福島県内の自治体」
の 55.3％であった。次いで、「震災時の住民票のあった自治体」と「震災時とは異なる福島県外
の自治体」がともに 21.5％であった。現在の住居の種類については、最も多かったのは、「購入・
再建した持ち家（集合住宅を含む）」の 60.0％であった。次いで多かったのは、「元々住んでいた
持ち家（集合住宅を含む）」の 13.1％、「復興公営住宅（災害公営住宅）」の 10.0％と続いた。多
くの者が、震災時とは異なる住まいにお住まいであったが、震災時の住居の住居について聞くと、
約半数の方は「取り壊した」という回答であった。こうした背景もあり、「震災時の住居への通
いの頻度」については、約３割が「ほぼない」と回答した。 
 第二に、災害にともなう長期避難によって、被災者の健康や生活課題を過去二回にわたる同地
域を対象にした調査と比較検証を行った。３回にわたる同一地域の住民を対象にした住民調査
の結果は、パネル調査ではないものの、経時的変化を確認し、被災者の生活再建上の課題を確認
することができる。３回の調査を比較すると、震災による避難生活の長期化によって、世帯・住
居・仕事・健康などにおいて影響が見られた。 
その特徴は、①震災前と比較し世帯規模が縮小していること、②震災から 10 年以上が経過し

回答者自身の高年齢化が進行していること、③生産年齢人口においても一定割合において「無職」
が存在していること、④避難先での住宅再建が進み、元の住まいの解体が進行していること、⑤
改善傾向が認められるものの精神的健康状態が全国平均と比較しても依然として悪い傾向を示
していたこと、などである。 
一つには、生産年齢人口の一定割合が「無職」の状態にある事である。第３回双葉郡住民実態

調査における「無職（主夫・主夫を含む）」の人数は、4,598 人である。このうち、65 歳未満の
者は 790 人 であり、65 歳以上の者は 3,768 であった(無回答 40 人)。ちなみに性別でみると、
男性が 2,978 人、女性が 1,602 人である（無回答 18 人）。年代別にみると、30 代未満の 10.3％、
30 代の 20.2％、40 代の 14.7％、50 代の 20.7％が「無職（主婦・主夫を含む）」であり、生産年
齢人口の一定割合が依然として非就業の状態にあった（図表１）。 
 もう一つは、精神的健康状態である。WHO-5 の精神的健康状態のスコアをみると、全体の平
均値は「第３回双葉調査」では 11.8 と第２回調査から比較すると若干の改善がみられた。ただ
し、全国的な他の調査と比較すると、依然として精神的健康状態が低位であることがうかがえた。
さらに年代別でみると、年齢が高くなるほど精神的健康状態が悪くなる傾向が確認できる。特に
生産年齢人口では 12.0 なのに対し、高齢者人口は 10.7 となっていた。さらに就業別にみると、
年齢に関係なく、非就業者の方が就業者よりも悪い傾向にあった。現在の住まい別にみると、
「元々住んでいた持ち家（集合住宅を含む）」が最も高く 12.9 であったが、「復興公営住宅（災
害公営住宅）」9.9、「借上げ住宅（みなし仮設住宅）」11.0、「その他公営住宅」11.1、と相対的に
悪い傾向を示していた。 
 このように、長期避難を余儀なくされた被災者の多くが、震災から一定の改善傾向がみられる
ものの、依然として精神的健康状態を悪化した状態にあることが確認された。一方、無職の状態
にある働き盛りの一定数に心身の病をかかえ、仕事による生活再建に困難が生じている状態に



ある者も確認できた。精神的健康状態でみると、就業している者よりも非就業の者の方において
健康状態が悪く、また元々住んでいた住まいに帰還した者の健康状態は相対的に良く、復興公営
住宅や借上げ住宅といった長期避難生活の影響による住居に住む者の方において精神的健康状
態が悪い傾向にあった。 

 

図表１  生産年齢人口と高齢人口の震災前後の職業上の地位の変化 

出所：第３回双葉郡住民実態調査より作成． 

 
第三に、長期にわたりリスクにさらされた被災者の生活再建に向けた支援スキームの提言を

行った。 
国際的にみれば、災害のみならず気候変動や紛争・暴力などによって避難を余儀なくされること
は広く確認されている。その際、国境を越えて避難する「難民」のみならず、国境を越えずリス
ク回避から国内の他の地域に避難する、いわゆる「国内避難民」（IDPs）として存在する。原子
力災害において、日本国内に広域に避難した避難者の存在は、まさに「国内避難民」と言える。
ちなみに「国内避難民」とは、「特に武力紛争、一般化した暴力の状況、人権侵害もしくは自然
もしくは人為的災害の影響の結果として、またはこれらの影響を避けるため、自らの住居もしく
は常居所地から逃れもしくは離れることを強いられまたは余儀なくされた者またはこれらの者
の集団であって、国際的に承認された国境を越えていないもの」とされている。「国内避難に関
する指導原則」では、「すべての人は、自らの住居または常居所地からの恣意的な強制移動から
保護される権利を有する」（原則６）とされている。それは、民族的、宗教的もしくは人種的構
成の変更や、武力紛争、正当化されない大規模開発事業、被災者の避難が自らの安全および健康
のために必要とされないような災害などにおいて、恣意的な強制移動を禁止したうえで、「関係
当局は、人々の強制移動を伴うあらゆる決定の前に、強制移動を全面的に回避するため、すべて
の実行可能な代替案が検討されることを確保」（原則７）することが求めている。さらに同指導
原則では、もし強制移動が行われた場合、その避難者の「帰還、再定住および再統合に関する原
則」として、「管轄当局は、国内避難民が自らの意思によって、安全に、かつ、尊厳をもって自
らの住居もしくは常居住地に帰還することまたは自らの意思によって国内の他の場所に再定住
することを可能にする条件を確立し、かつ、その手段を与える第一義的な義務および責任を負う。
管轄当局は、帰還しまたは再定住した国内避難民の再統合を容易にするよう努める」としている
（原則 28）。また同原則 28 の２項では、「自らの帰還または再定住および再統合の計画策定およ
び管理運営への国内避難民の完全な参加を確保するため、特別の努力がなされるべきである」と
している。 
 この国際的に議論されている指導原則に依拠すれば、決して住民の「帰還」だけを想定してお
らず、「自らの意思によって国内の他の場所に再定住する」ことや「再統合」をすることに、国
や自治体など「管轄当局」は努力することを求めており、人々の暮らしの再建は決して「単線」
でないことが理解できる。人々が「帰還」すること、あるいは他の地域で「再定住」し、「再統
合」することの多様な「選択肢」を容認し、当事者である被災者が、復興計画や住んでいる地域
の社会統合に関わる計画策定及び管理運営に「完全な参加」を確保するよう努力がなされること
を示しているのである。 
本研究では、こうした様々なリスクにさらされ長期避難を余儀なくされた「国内避難民」（IDPs）

にも着目し、これに関する国際的な指導原則などの視点を考慮し、多様な生活再建の道筋を保証
する「複線型復興」と概念を提唱した。さらにこれを具体的なスキーム構築に位置づけるために、
「災害ケースマネージメント」の必要性についても提言することにした。 



 長期にわたって避難を強いられる住民にとっては、「帰還」することだけが生活を再建する上
での条件ではなく、避難を継続しても避難先で避難継続をしたり、あるいは別の地域での生活再
建をめざす状況も生まれた。ここにも生活再建が「単一」のモデルを強いることができず、「複
線化」せざるを得ない状況が生み出されている。 
東日本大震災における生活再建の過程では、「帰還」か「移住」を迫られる復興施策が行われ、

被災当事者が「どこで」「だれと」「どんな」生活再建をするかという意志は十分尊重されなかっ
た。このように社会（制度）の側が単一的な生活再建の「型」を事実上強要することで、被災当
事者の意思とは別の選択を迫られることがしばしば起こりえる。原子力災害においては、それが
象徴的に現れた。震災によって福島県外に広域避難した被災者への（災害救助法に基づく）無償
住宅提供が、福島県での避難指示の解除にあわせて終了をし、「帰還するか」「自らの費用で住宅
費用を確保するか」という、本人の望まない「選択」を強いられた。長期化する原子力災害では、
地域の再建のみならず、人々の生活の再建にも相当程度の時間を要する。「複線型」の多様な生
活再建の道筋を包摂することなく、本人の意志に反し「強いられた生活再建」を迫られることは、
個人・家族の生活の質を著しく低下させる。 
被災者一人ひとりの実情をふまえると、画一的な対応で生活の再建が果たされるわけではな

い。むしろ一人ひとりの被災者の状況に応じ、複数の再建の道筋が保証される事が大事だと言え
る。生活再建の道筋は異なっていても、誰もが「尊厳」（dignity）を回復し暮らしを取りもどし
ていくことが重要であろう。そのためには、被災者自身が自らの状況を改善することができるよ
う将来の生活再建を展望し、生活再建への「自己決定」と復興政策への「参加」が求められる。
「災害ケースマネージメント」は、こうした多様な生活再建のありようを支える支援スキームに
たりうるとして、本研究では、「被災者」としてではなく、一人の個人として、その尊厳が災害
時においても保たれ、「尊厳」を回復していく支援として、「災害ケースマネージメント」の具体
化について言及した。 
なお、第３回双葉郡住民実態調査をあわせ、これまで行ってきた原子力災害にかかわる調査研

究の成果を出版物（丹波史紀『原子力災害からの複線型復興』明石書店、2023 年）として公刊
したり、詳細な調査結果を東京大学情報学環紀要において、調査チームの共同研究者と共著で調
査報告を公開するなど、研究成果の公表にも努めてきた。ちなみに2023年に公刊した前掲書は、
第 25 回 SOMPO 福祉財団賞を受賞した。 
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